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緊急事態宣言発出に伴う行事予定等の変更について 

 

 

 平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，ありがとうございます。 

 ４月２５日に京都府に緊急事態宣言（～５月１１日）が発出されたことに伴い，行事予定等について，下記

の通り変更させていただきます。ご理解のほど，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

記 

 

 

１ 校内行事について 

４月３０日（金） ２ｎｄステージ教育課程説明会   → 延期（日程未定） 

４月３０日（金） ２ｎｄステージ進路保護者説明会  → 中止，資料配布 

４月３０日（金） ９年研修旅行説明会  → 延期（日程未定） 

５月１７日（月） 家庭訪問   → 中止 

      ～２１日（金） 

 

    

２ 宿泊行事について 

    ６月 ２日（水）～４日（金）    ９年研修旅行   → 延期（日程未定） 

 

                         

３ その他の活動について 

〇緊急事態宣言発令期間中，西学舎での放課後遊びを中止します。 

〇緊急事態宣言発令期間中，部活動を停止します。 

 

 

 

※家庭訪問・９年研修旅行につきましては，緊急事態宣言中の行事予定ではありませんが，状況を鑑

みて，家庭訪問は中止，９年研修旅行は延期とさせていただきます。  

※状況により，日程が再度変更になる場合があります。ご了承ください。 

 

 


